大阪府子ども政策推進会議設置要綱

１　目的

少子化の進行等、子ども（こども基本法（令和４年法律第77号）第２条第１項に規定する者をいう。）を取り巻く社会環境の変化に対応し、子どもに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、「子ども政策推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。

２　組織

（１）推進会議は、会長及び構成員をもって組織する。

（２）会長には知事をもって充てる。

（３）構成員には、副知事及び別表１に掲げる職にある者をもって充てる。

（４）会長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。

３　本部の運営

（１）推進会議は、子ども関係の施策を推進するための重要事項について協議し、調整する。

（２）会長は推進会議を招集し、これを主宰する。

（３）会長が不在のときは、構成員のうち会長が指名する者がその職務を代理する。

４　幹事

（１）推進会議の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。

（２）幹事長は福祉部子ども家庭局長の職にある者を、幹事は別表２に掲げる職にある者をもって充てる。
（３）幹事長は、必要と認めるときは、幹事を追加することができる。
（４）幹事会に、別表３に掲げるワーキンググループを置く。

（５）幹事長は、必要と認めるときは、ワーキンググループを追加することができる。
（６）幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

（７）幹事会は、協議事項に関係ある幹事のみで開催することができる。
５　事務局
推進会議の事務局は、福祉部子ども家庭局子ども家庭企画課に置く。
６　その他

この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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